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、
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馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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こ
に
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る
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年
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一
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知
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群
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則
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三
十
九
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群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
十
一
条
の
二
中
「
第
七
百
四
十
七
条
の
五
の
二
」
を
「
第
七
百
四
十
七
条
の
六
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
本
文
中
「
押
印
さ
せ
て
」
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「
押
印
さ
せ
、
又
は
署
名
さ
せ
て
」
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め
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◎群馬県告示第１０７号 

 出納員に対する会計管理者の権限に属する事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７０号）の一部を次の

ように改正し、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年３月３１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 ２の項ハ中「における」の次に「株主配当金、」を加える。 

 ６の項（２）エ中「納税証明発行手数料」を「行政県税事務所における納税証明発行手数料」に改め、同項（４）

エ中「納税証明発行手数料」を「自動車税事務所における納税証明発行手数料」に改める。 

 

 

◎群馬県告示第１０８号 

 分任出納員に対する出納員の事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７１号）の一部を次のように改正し、

令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年３月３１日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 表メディアプロモーション課の項中「における」の次に「株主配当金、」を加え、表森林保全課の項中「森林保

全課」を「林政課」に改める。 

 

 

■ 告  示 
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に
、 

を 

都
市

計
画

課
 

都
 

 を 

総
秘

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

こ
ど
も
部
の
項
中 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 

 

附 

則 
こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

都
市

計
画

課
 

都
市

整
備

課
 

都
 

都
整

 

 
に
改
め
、
別
表
第
一
の
２
の
表
生
活 

中
央

児
童

相
談

所
 

中
児

 

 
を 

中
央

児
童

相
談

所
 

北
部

児
童

相
談

所
 

中
児

 
北

児
 

 
に
改
め
る
。 

群
馬
県
訓
令
甲
第
三
号 

県 
 

庁 
 

 
 

地
域
機
関 

 
 

 

専
門
機
関 

 
 

 

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 

 

群
馬
県
庁
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

群
馬
県
庁
議
規
程
（
平
成
四
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
局
長
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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